
下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、労働力人口の減少と高齢化の進行により不足している介

護人材の確保を図り、もって高齢者の自立支援、要介護状態の重度化防止、

介護予防等に向けた取組を推進することを目的として、下関市内の訪問介護

事業所及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等を確保

するための求人活動に係る費用の一部を補助する下関市介護サービス事業所

人材確保支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 訪問介護事業所　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２項

に規定する訪問介護を運営する事業所をいう。 

(2) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所　介護保険法第８条第１５項

に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を運営する事業所をいう。 

(3) 訪問介護員等　訪問介護事業所及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所において、利用者に対する介護サービスの提供に従事する者をいう。 

(4) 暴力団　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。 

(5) 暴力団員　暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

（交付の対象者） 

第３条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、次

の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 下関市内の訪問介護事業所及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の運営法人であって、当該事業所において、次条に規定する補助対象事

業を行うものであること。 

(2) 当該法人の役員が暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密

接な関係を有していないこと。 

(3) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が補助事

業者の事業活動を支配していないこと。 

（補助対象事業） 

第４条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

補助事業者が運営する訪問介護事業所及び定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所を対象に実施する訪問介護員等を確保するための求人活動に要する

次に掲げる事業とする。 



(1) 新聞、情報誌等への求人広告の掲載 

(2) 求人チラシの作成及び新聞等への折り込み 

(3) 求人説明会への参加又はその開催 

(4) 就職情報サイトへの求人情報の掲載 

(5) 有料職業紹介所による紹介 

(6) その他新たな訪問介護員等の確保のために必要と認められる事業 

（補助対象経費） 

第５条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助対象事業の実施に要するものであって、第７条の規定による申請を行っ

た日の属する年度に支出した費用とする。ただし、他の補助金の交付を受け

る経費並びに消費税及び地方消費税は、当該補助金の補助対象経費としない。 

（補助金の額） 

第６条　補助金の額は、補助対象経費の合計額から補助対象経費に係る寄附金

その他の収入額（営利を目的としない法人にあっては、補助対象経費に係る

収入額）を差し引いた額に２分の１を乗じて得た額（当該額に１,０００円

未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、５万円を限度とす

る。 

（補助金の交付申請） 

第７条　補助金の交付を受けようとする者は、下関市介護サービス事業所人材

確保支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、

これを市長に提出しなければならない。ただし、市長がその添付の必要がな

いと認める書類については、これを省略させることができる。 

(1) 事業計画書及び収支予算（見込）書（様式第１号別紙１） 

(2) 補助対象事業の支出（予定）額が分かる見積書等の写し 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第８条　市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審

査し、適当であると認めたときは、予算の範囲内において、補助金の交付を

決定するものとする。 

　（交付の条件） 

第９条　市長は、補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の

目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に条件

を付することができる。 

　（決定の通知） 

第１０条　市長は、第８条の規定により補助金の交付を決定したときは、下関

市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金交付決定通知書（様式第２　

号）により、当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。 

２　市長は、第８条の規定による審査により、補助金の交付が適当でないと認



めるときは、下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金不交付決定

通知書（様式第３号）により、当該補助金の交付の申請をした者に通知する

ものとする。 

　（交付の制限） 

第１１条　補助金の交付は、補助対象事業の種類、訪問介護事業所等の別を問

わず、同一の補助事業者に対しては、１年度に１回限りとする。 

　（事業の実施） 

第１２条　第１０条第１項の規定による通知（以下「補助金交付決定通知」と

いう。）を受けた補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業（以下

「補助決定事業」という。）を適切に実施しなければならない。 

（補助決定事業の変更に係る承認の申請等） 

第１３条　補助事業者は、補助決定事業の内容又は補助対象経費の配分を変更

しようとする場合は、あらかじめ下関市介護サービス事業所人材確保支援事

業補助金変更承認申請書（様式第４号）を市長に提出し、その承認を受けな

ければならない。ただし、補助事業者が補助決定事業に要する補助対象経費

の総額について、当該経費の総額の２０パーセント以内の額を減額しようと

するとき、その他市長が当該変更を軽微なものと認めるときは、この限りで

ない。 

２　前項の規定による申請書の提出においては、第７条の規定を準用する。た

だし、当該申請書に添付する書類は、当該変更に係る書類に限るものとする。 

３　補助事業者は、補助決定事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助

決定事業の実施が困難となったときは、遅滞なく、その理由及び当該補助決

定事業の実施の状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなけれ

ばならない。 

４　市長は、第１項の申請書又は前項の書類の提出を受けた場合には、補助金

の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を

変更することができる。 

５　前項の規定による補助金の交付の決定の取消し又はその決定の内容若しく

はこれに付した条件の変更について、市長は、下関市介護サービス事業所人

材確保支援事業補助金交付変更等決定通知書（様式第５号）により、補助事

業者に通知するものとする。 

　（申請の取下げ） 

第１４条　補助事業者は、補助金交付決定通知を受けた後に補助決定事業を中

止し、又は廃止しようとするときは、下関市介護サービス事業所人材確保支

援事業補助金事業中止・廃止届（様式第６号）により当該補助決定事業に係

る補助金の交付の申請を取り下げることができる。 

２　前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の

交付の決定は、なかったものとみなす。 



　（完了の報告） 

第１５条　補助事業者は、補助決定事業が完了したときは、当該年度の３月　

３１日までに、下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金事業完了

報告書（様式第７号）に、次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しな

ければならない。 

(1) 事業報告書及び収支決算書（様式第７号別紙１） 

(2) 補助決定事業に係る領収証等支出額が分かる書類の写し 

(3) 補助決定事業の実施状況が分かるもの 

(4) その他市長が必要と認める書類 

　（補助金の額の確定） 

第１６条　市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その内容を

審査し、及び必要に応じて調査等を行い、適当であると認めるときは、交付

すべき補助金の額を確定し、下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補

助金交付額確定通知書（様式第８号）により、当該報告をした補助事業者に

通知するものとする。 

（是正のための措置） 

第１７条　市長は、前条の規定による審査の結果、補助決定事業の成果が補助

金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、

当該補助決定事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを

当該補助事業者に対して指示することができる。 

２　第１５条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助決定事業につ

いて準用する。 

　（補助金の請求） 

第１８条　第１６条の規定による通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受

けようとするときは、下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金交

付請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第１９条　市長は、前条の規定により請求書の提出を受けた場合において、こ

れを審査し、適当であると認めるときは、補助事業者に当該請求額を交付す

るものとする。 

　（関係書類の整備） 

第２０条　補助事業者は、補助決定事業の実施状況及び経費の収支に関する帳

簿その他関係書類を整備し、当該補助決定事業の完了した日の属する会計年

度の翌年度の初日から起算して５年間これを保管しなければならない。 

（補助金の交付決定の取消し等） 

第２１条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

決定事業に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 



(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、

又は市長の指示に従わなかったとき。 

(4) この要綱に違反したとき。 

(5) 不適当な方法で補助決定事業が実施されているとき。 

(6) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。 

２　市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、補助事業

者に対し期限を定めてその返還を命ずる。 

３　第１項の規定による取消しの通知は、下関市介護サービス事業所人材確保

支援事業補助金交付決定取消通知書（様式第１０号）により行うものとする。 

４　第２項の規定による返還の命令は、下関市介護サービス事業所人材確保支

援事業補助金返還命令書（様式第１１号）により行うものとする。 

５　前各項の規定は、第１６条の規定による補助金の額の確定があった後にお

いても適用する。 

　（検査等） 

第２２条　市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、

報告を求め、若しくは補助決定事業の実施に関し必要な指示をし、又は第　

２０条の帳簿その他関係書類を検査することができる。 

　（その他） 

第２３条　この要綱の運用に関し必要な事項は、その都度市長が別に定める。 

附　則 

　（施行期日） 

１　この要綱は、令和７年５月８日から施行する。 

　（この要綱の失効） 

２　この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和

１０年度以前の予算に係る補助金（同年度の予算で翌年度に繰り越したもの

に係る補助金を含む。）の取扱いについては、この要綱は、同日後もなおそ

の効力を有する。 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この要綱は、令和８年４月２３日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第１号 別紙１事業計

画書及び収支予算（見込）書及び様式第７号 別紙１事業報告書及び収支決

算書による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。



様式第１号（第７条関係）  

 

下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金 
交付申請書 

 

 

年　　　月　　　日　 

 

（宛先）下関市長 

 

               　　　　　　　　      申請者  所在地  

名　称  

代表者の職・氏名　　　　　　　　　　　　　 

 

 

　下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金の交付を受けたいので、下関市介護サービス事

業所人材確保支援事業補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり申請します。 

 

 

 

【添付書類】 

　　① 事業計画書及び収支予算（見込）書（別紙１） 

② 補助対象事業の支出（予定）額が分かる見積書等の写し 

　　③ その他市長が必要と認める書類 

 

 
１　補助対象事業予定額 

※補助対象経費の見積額
円

 

２　補 助 金 交 付 申 請 額 円 

（上記１の金額×１／２。ただし、１,０００円未満切捨てで上限

額を５万円とする。）

 
・当法人の役員が暴力団員でないこと、並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していないこ

とを誓約します。 

・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が当法人の事業活動を支配してい

ないことを誓約します。 

・本申請書に添付した事業計画書の内容を実現するよう努めます。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　年　　月　　日 

 

申請者　名　称  

代表者の職・氏名 



別紙１ 

事業計画書及び収支予算（見込）書 

１　事業計画 

　２　補助対象事業を実施する訪問介護事業所及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
　　　事業所 

３　収支予算（見込） 

　４　補助金交付申請額の算出 

（ア）補助対象経費の合計　　　 ×　補助率　＝　　　（イ）交付申請額 

　　　　　　　　（税抜）　　　　　　   　　  　　（千円未満切捨て、上限５万円） 

　５　担当者 

 
円 ×　１／２　＝ ,０００円

 氏名 電話番号

 E-mail

 

求 人 活 動 

計 画

①　実施予定の求人活動　※該当するものに☑

 □新聞、情報誌等への求人広告の掲載 

□求人チラシの作成及び新聞等への折り込み 

□求人説明会への参加又はその開催 

□就職情報サイトへの求人情報の掲載 

□有料職業紹介所による紹介 

□その他新たな訪問介護員等の確保のために必要と認められる事業
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ②　求人活動の実施予定期間

 年　　月　　日 ～ 年　　月　　日

 　事業所の名称

 

 経費の内容 総事業費(円) 補助対象経費(円)
 

支出

 

 

 小 計 (ア)

 消 費 税

 合 計

 

収入

自 己 資 金

 
借 入 金

 寄 付 金 等 
（ )

 
市 補 助 金 (イ)

 
合 計



様式第２号（第１０条関係） 

 

下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金 
交付決定通知書 

 

　　　第　　　　　号　 

年　　　月　　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　　様 

下関市長　　　　　　　　　□印 　 

 

　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補

助金について、交付の決定をしたので、下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金交付要

綱（以下「要綱」という。）第１０条第１項の規定により、次のとおり通知します。 

 

 
１ 補 助 年 度 年度

 
２ 補助金の交付決定額 円

 

３ 交 付 の 条 件
(1) 要綱の規定を遵守すること。 

(2) 本補助金を交付の目的に反して使用してはならないこと。

 

４ そ の 他

(1) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定

により、市の監査委員が補助金の出納その他について監査をするこ

とがあります。 

(2) 地方自治法第２２１条第２項及び要綱第２２条の規定により、市

長が補助金等の状況を調査し、又は報告を求めることがあります。



様式第３号（第１０条関係） 

 

下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金 
不交付決定通知書 

 

　　　第　　　　　号　 

年　　　月　　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　　様 

 

下関市長　　　　　　　　　□印 　 

 

　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補

助金について、不交付の決定をしたので、下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金交付

要綱第１０条第２項の規定により、次のとおり通知します。 

 

 

不 交 付 の 理 由



様式第４号（第１３条関係） 

 

下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金 
変更承認申請書 

 

 

年　　　月　　　日　 

 

（宛先）下関市長    

               　　　　　　　　      申請者  所在地  

名　称  

代表者の職・氏名　　　　　　　　　　　　　 

電話番号  

 

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付の決定を受けた下関市介護サービス事業所

人材確保支援事業補助金に係る補助決定事業の内容又は補助対象経費の配分を変更したいので、下関

市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金交付要綱第１３条第１項の規定により、次のとおり申

請します。 

 
１　変更の内容 

 
２　変更の理由 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※添付書類 

交付の申請の際に添付した書類のうち、変更に係る書類を添付すること。

 
変 更 前 変 更 後

  
 
 
 
 
 
 



様式第５号（第１３条関係） 

 

下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金 
交付変更等決定通知書 

 

　　　第　　　　　号　 

年　　　月　　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　　様 

 

下関市長　　　　　　　　　□印 　 

 

　　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で交付の決定をしました下関市介護サービス事業所人材

確保支援事業補助金に係る　　　　年　　月　　日付け下関市介護サービス事業所人材確保支援事業

補助金変更承認申請書（又は下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金交付要綱第１３条第

３項の規定により提出する理由及び補助決定事業の実施の状況を記載した書類）について、同条第４

項の規定により次のとおり変更等の決定をしたので、同条第５項の規定により通知します。 

 
１　決定の内容 
 
　　　交付の決定の取消し・決定の内容等の変更・不承認 
 
２　変更の内容 

 
３　交付の決定の取消し・不承認の理由

 
変 更 前 変 更 後

  
 
 
 
 
 
 



様式第６号（第１４条関係） 

 

下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金 

事業中止・廃止届 

 

 

年　　　月　　　日　 

 

（宛先）下関市長    

               　　　　　　　　      申請者  所在地  

名　称  

代表者の職・氏名　　　　　　　　　　　　　 

電話番号  

 

　　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で交付の決定を受けた下関市介護サービス事業所人材確

保支援事業補助金について、補助決定事業を中止し、又は廃止したいので、下関市介護サービス事業

所人材確保支援事業補助金交付要綱第１４条第１項の規定により、次のとおり交付の申請の取下げを

申し出ます。なお、提出済みの書類に関しては、返却を求めません。 

 
１　中止し、又は廃止したい理由 



様式第７号（第１５条関係） 

 

下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金 

事業完了報告書 

 

 

年　　月　　日　 

 

（宛先）下関市長    

               　　　　　　　　      申請者  所在地  

名　称  

代表者の職・氏名　　　　　　　　　　　　　 

 

 

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付の決定を受けた下関市介護サービス事業所人

材確保支援事業補助金について、補助決定事業が完了しましたので、下関市介護サービス事業所人材

確保支援事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第１５条の規定により、次のとおり報告します。 

 

 

【添付書類】 

① 事業報告書及び収支決算書（別紙１） 
② 補助決定事業に係る領収証等支出額が分かる書類の写し 
③ 補助決定事業の実施状況が分かるもの 
④ その他市長が必要と認める書類 

（要綱第１３条第１項ただし書に規定する軽微な変更がある場合） 
○ 事業計画書（変更内容を追記したもの） 

 

 
１ 既 交 付 決 定 額 円

 
２ 補助対象事業の完了日 　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

 
３ 補助対象経費実績額 円

 ４ 要綱第１３条第１項ただし書に規

定する軽微な変更の有無

変更の有無（　　有　　・　　無　　） 

※いずれかに○をしてください。



別紙１ 

事業報告書及び収支決算書 

１　事業計画 

　２　補助対象事業を実施した訪問介護事業所及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
　　　事業所 

３　収支決算 

４　担当者

 

実 施 し た 

求 人 活 動

①　実施した求人活動　※該当するものに☑

 
□ 新聞、情報誌等への求人広告の掲載 

□ 求人チラシの作成及び新聞等への折り込み 

□ 求人説明会への参加又はその開催 

□ 就職情報サイトへの求人情報の掲載 

□ 有料職業紹介所による紹介 

□ その他新たな訪問介護員等の確保のために必要と認められる事業
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ②　求人活動の実施期間

 
年　　月　　日 ～ 年　　月　　日

 
求 人 活 動 
に よ る 
採 用 有 無

□ 有り
人 （訪問介護員・サービス提供責任者）

 人 （その他介護職員）

 
□ 無し

 　事業所の名称

 

 経費の内容 総事業費(円) 補助対象経費(円)
 

支出

 　

 

 小 計

 消 費 税

 合 計

 

収入

自 己 資 金

 
借 入 金

 寄 付 金 等 
（ )

 
市 補 助 金

 
合 計

 氏名 電話番号

 E-mail



様式第８号（第１６条関係） 

 

下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金 
交付額確定通知書 

 

　　　第　　　　　号　 

　　年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　　様 

 

下関市長　　　　　　　　　□印 　 

 

　　　　　年　　月　　日付けで事業完了の報告のありました下関市介護サービス事業所人材確保支

援事業補助金について、補助金額を確定したので、下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助

金交付要綱第１６条の規定により、次のとおり通知します。 

 

 
１ 補 助 年 度 年度

 
２ 既 交 付 (変 更 )決 定 　　　　年　　月　　日付け　　　　第　　　号

 
３ 既交付(変更)決定額 円

 
４ 補助金の交付確定額 円

 

５ 備 考



様式第９号（第１８条関係） 

 

下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金 
交付請求書 

 

年　　月　　日　 

（宛先）下関市長    

               　　　　　　　　      申請者  所在地  

名　称  

代表者の職・氏名　 

電話番号　 

 

　　　 年 　月 　日付け　　　第　　　号で交付額の確定を受けた下関市介護サービス事業所人

材確保支援事業補助金について、下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金交付要綱第１８

条の規定により、次のとおり請求します。 

 

 

（注意） 

　※　口座名義は、補助事業者（申請者）と同一人としてください。 

　※　振込先の口座が確認できる書類（通帳の写し等）を添付してください。

 
１ 補 助 年 度 年度

 
２ 既 交 付 確 定 額 円

 
３ 請 求 金 額 円

 

４ 振 込 先

金　融 

機関名

銀行 

金庫

本店 

支店 

支所

 預金の 

種　類
普　通　・　当　座　（該当を○で囲む。）

 口　座 

番　号

 ﾌﾘｶﾞﾅ

 口　座 

名義人



様式第１０号（第２１条関係） 

 

下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金 

交付決定取消通知書 

 

 

　　　第　　　　　号　 

　　　年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　　様 

 

下関市長　　　　　　　　　□印 　 

 

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付の（変更）決定・確定をしました下関市介護

サービス事業所人材確保支援事業補助金については、下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補

助金交付要綱第２１条第１項の規定により交付の決定の（全部・一部）を取り消したので、同条第３

項の規定により次のとおり通知します。 

 

 
１ 補 助 年 度 年度

 
２ 既交付（変更）決定・交付確定額 円

 
３ 取 消 額 円

 
４ 取消し後の交付決定・交付確定額 円

 

５ 取 消 し の 理 由



様式第１１号（第２１条関係) 

 

下関市介護サービス事業所人材確保支援事業補助金 

返還命令書 

 

　　　　　　第　　　　　号　 

　年　　月　　日　 

　　　　　　　　　　　　　様 

 

下関市長　　　　　　　　　□印 　 

 

　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付の決定の（全部・一部）を取り消した下関市

介護サービス事業所人材確保支援事業補助金について、下関市介護サービス事業所人材確保支援事業

補助金交付要綱第２１条第２項の規定により、次のとおり補助金の返還を命じます。  

 

 
１ 補 助 年 度 年度

 
２ 既 交 付 額 　　　　　　　　　　　　円

 
３ 返 還 命 令 額 円

 
４ 返 還 期 限 　　　　　　年　　　月　　　日

 

５ 返 還 の 理 由


